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特 記 仕 様 書

１ 委託業務名 明徳館ビル清掃業務委託

２ 委託期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日

３ 契約対象物件 秋田市中通二丁目１番５１号 明徳館ビル

４ 業務内容

（１）日常清掃業務
①各諸室部分
清掃用具で床面、壁面、カ－ペット面、机、椅子、テ－ブル、屑入れなどについて清掃し、
整頓すること。

②キャンパスホ－ル及び交流スペ－ス部分等
ソファ－及び床面等について、週５回以上清掃し、整頓すること。

③洗面所等
ア 洗面所等の床は、週５回以上水拭き清掃を行う。便器、手洗い器は、洗剤等により
常に美観と清掃を保つこと。

イ 扉、間仕切り、壁、鏡等は、週１回以上清掃すること。
ウ トイレットペ－パ－、石鹸洗剤等（衛生消耗品）を補充し、使用に支障のないように
注意すること。

④業務に従事する者は、常に会館内における火気、不審者等に注意するとともに、事故の予
防に努めること。
⑤その他
ア 施設内外の塵芥、紙屑等については、指定の場所に集めるものとすること。
イ 各室ドア及び壁、机、椅子等の脚部、黒板まわり、廊下壁についても、汚れ具合によ
り随時清掃すること。
詳細は別紙「清掃作業基準表」を参照のこと。

（２）定期清掃業務
①床面を清掃及び洗浄後ワックスをかけ常時良好な状態を維持できるようにする。
②カ－ペットを材質に応じて、適切なクリ－ニング手法で清掃する。
詳細は別紙「清掃作業基準表」を参照のこと

（３）ゴミの回収業務等
①各室のごみ箱からごみを回収する。
②各階に設置しているごみ集積所のワイドペ－ルに搬入する。
③エレベ－タ－を利用し、１階のごみ集積所に搬送する。（搬出は、別のごみ回収業
者が行う。）

（４）その他必要とされる清掃については、その都度双方協議のうえ対応するものとする。

５ 施設概要
施設概要は別紙『図面』のとおりであり、委託業務の対象範囲は別紙『清掃作業基準表』の
とおりとする。

６ 作業日時
業務実施日時は、原則として土日および年末年始休業（１２月２９日～１月３日）を除く（学
校行事等により曜日変更あり）。
委託業務従事時間は８：００から１６：００までとする。
また、床面定期清掃業務を実施する場合は、日程等を管理者と協議のうえ、その指示に従う
ものとする。

７ 委託業務従事者
受託者は、委託業務を実施するにあたり必要な委託業務従事者（以下「従事者」という）を
確保し、かつ適切に配置し業務を行うものとする。
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８ 委託業務責任者
・受託者は、委託業務責任者（以下「責任者」という）を選任、配置し、清掃区域の実施と
点検を行うものとする。また、責任者には３年以上の清掃業務の実務経験を持ち、清掃に
関する十分な知識を有する者を選任すること。

９ 教育指導
受託者は、委託業務の実施にあたり、明徳館ビルの維持管理に配慮し、次に掲げる事項につ
いて、責任者及び従事者を教育、指導するものとする。
（１）業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守し、委託者の信用を傷つけないように誠

実、迅速かつ効率的に行うこと。
（２）明徳館ビルの規律維持のため、服務、服装等に留意し、かつ名札を常時着用し、従事

者であることを明確にするとともに、来館者及び職員等に不快感を与えないように作
業、言動に十分注意すること。

（３）業務上知り得た事柄等は他に漏らしてはならない。
（４）火気の使用、騒音の発生、出入口の戸締まりに注意し、火災、その他の事故が発生し

ないように十分注意のうえ、作業を実施すること。
（５）委託業務に使用する器具、資材等で館内の施設、設備等を損傷させないよう十分に注

意すること。
（６）管理者から貸出を受けた鍵等は、慎重に取り扱い、委託業務を実施するために必要な

時間と場所に限って使用し、責任をもって管理し返却すること。
（７）委託業務に使用する器具、機材等は、委託業務の実施箇所に応じ、良好な品質のもの

を使用すること。
（８）委託業務の実施に関し、管理者から指示があった場合には、これに従うこと。

１０ 事故等の措置
（１）委託業務の実施に伴い、館内の施設設備等に損害又は故障を発生した場合は、管理
者に報告し、その指示に従うこと。

（２）委託業務の実施に伴い、事故等を起こし、若しくは事故に遭遇した場合は、速やかに
管理者に報告し、その指示に従うこと。

（３）委託業務の実施に伴う従事者の疾病、障害その他の事故については、原則として受託
者の責任において措置すること。

１１ 清掃業者室の備品
使用する備品に関しては、受託者が準備するものとする。

１２ 委託業務実施計画書
受託者は、委託業務（定期清掃）の実施にあたっては、事前に管理者に計画書を提出し、
承認を得て作業に携わることとする。

１３ 清掃記録報告書の提出
・受託者は清掃作業終了後報告書を作成し、翌日に管理者に提出すること。
・報告書作成にあたり、業務内容、業務人数、業務開始時間及び終了時間を最低記入するこ
と。
・定期清掃業務報告書の提出にあたり作業前、作業中、作業後、資機材一式の写真を添付す
ること。（定期清掃業務については、主な業務について写真を提出のこと）


